
　
具
体
的
な
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う（
下

の
計
算
例
参
照
）
。
旧
堀
金
村
在
住
の
Ａ

さ
ん
30
歳
は
自
営
業
者
で
す
。
４
人
家

族
で
前
年
の
課
税
所
得
は
２
０
０
万
円
、

固
定
資
産
税
は
年
間
10
万
円
納
め
て
い

ま
す
。
ま
た
、
旧
穂
高
町
在
住
の
Ｂ
さ
ん

61
歳
は
無
職
で
年
収
２
０
０
万
円
（
前

年
の
課
税
所
得
で
は
79
万
５
、
０
０
０

円
）
、
ア
パ
ー
ト
に
２
人
暮
ら
し
の
た
め

固
定
資
産
税
は
納
め
て
い
な
い
と
し
ま

す
。

　
合
併
前
の
２
人
の
国
保
税
納
付
額
は
、

Ａ
さ
ん
23
万
９
、
０
０
０
円
、
Ｂ
さ
ん
14

万
５
、
０
０
０
円
で
し
た
が
、
今
年
度
か

ら
Ａ
さ
ん
27
万
３
、
０
０
０
円
、
Ｂ
さ
ん

１６
万
６
、
０
０
０
円
と
な
り
、
年
間
で
Ａ

さ
ん
は
3
万
４
、
０
０
０
円
、
Ｂ
さ
ん
は

２
万
１
、
０
０
０
円
負
担
が
増
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
２
人
の
負
担
が
増
え
た

要
因
は
、
Ａ
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ

た
資
産
割
分
の
増
加
分
、
Ｂ
さ
ん
は
医

療
分
と
介
護
納
付
金
分
の
増
加
分
が
目

立
ち
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
旧
町
村
の
税
率
は
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
て
い
た
た
め
、
負
担
増
と
な

る
金
額
も
違
い
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
は

負
担
が
減
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、

多
く
の
場
合
は
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
制
度
は
、
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
が
同
じ
財
布
に
お
金

を
出
し
合
っ
て
、
お
医
者
さ
ん
に
か
か

っ
た
と
き
の
医
療
費
を
負
担
す
る
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。

　
市
と
な
り
５
つ
の
お
財
布
が
一
つ
に

な
っ
た
た
め
、
公
平
性
を
保
つ
た
め
に

も
そ
の
税
率
は
同
じ
に
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
は
、
旧
町
村
の

足
並
み
を
揃
え
、
税
率
を
一
本
化
す
る

こ
と
を
主
眼
に
お
い
た
も
の
で
す
が
、

実
際
に
国
保
税
が
上
が
る
人
が
多
い
の

も
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
合
併
し
た

こ
と
が
直
接
的
な
理
由
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
負
担
が
増
え
る
人
が
多
い

堀
金
地
域
の
場
合
、
18
年
度
を
単
独
で

試
算
し
た
場
合
で
も
５
千
万
円
ほ
ど
の

税
収
不
足
が
生
ず
る
見
込
み
と
な
り
ま

す
。
こ
の
傾
向
は
地
域
に
よ
り
若
干
異

な
り
ま
す
が
、
市
全
体
と
し
て
は
1
億

3
、
0
0
0
万
円
ほ
ど
不
足
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
国
保
税
が
上
が
る
傾
向

に
あ
る
の
は
、
ど
ん
な
理
由
か
ら
な
の

で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、「
支
出
す
る
医

療
費
が
増
え
て
い
る
こ
と
」に
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
実
際
ど
の
く
ら
い
医
療
費
が

増
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
保
険
給

付
費
は
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（
以

下
国
保
会
計
）
の
65
％
を
占
め
る
費
用

で
、
国
保
加
入
者
が
お
医
者
さ
ん
に
か

か
っ
た
と
き
の
費
用
の
約
７
割
を
補
助

す
る
費
用
で
す
。
今
年
度
、
保
険
給
付

の
見
込
額
は
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と

約
８
％
も
伸
び
て
お
り
、
今
後
も
増
加

傾
向
が
続
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
医
療
技
術
の

進
歩
に
よ
り
高
度
な
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
加
入
者
に
占

め
る
高
齢
者
の
割
合
が
高
く
な
っ
た
こ

と
、
景
気
の
低
迷
で
加
入
者
そ
の
も
の

が
増
加
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
傾
向
は
全
国
に
及
び
、
今
後
、

医
療
制
度
改
革
が
予
定
さ
れ
て
い
る

な
ど
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
る
の
が

現
状
で
す
。

　
今
回
の
税
率
改
正
で
国
保
税
収
入
は

増
え
る
見
込
み
で
す
が
、
国
保
会
計
は
、

ま
だ
ま
だ
苦
し
い
状
況
で
す
。
18
年
度

は
３
億
４
、
５
０
０
万
円
も
の
基
金
（
国

保
会
計
の
貯
金
）
を
取
り
崩
し
て
税
率

の
上
昇
を
抑
え
る
中
で
運
営
し
ま
す
。

　
今
後
も
医
療
費
や
介
護
の
給
付
、
老

人
医
療
費
が
増
加
し
て
い
く
と
、
再
び

税
率
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

こ
と
が
予
測
で
き
ま
す
。

【
特
集
】

な
ぜ
変
わ
る
？

国
保
税
率

今
年
度
分
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
と
納
期
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
保
険
に
加
入
し
て
い
る
多
く
の
人
の
負
担
が
増
し
ま
す
。

税
率
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

Ａ
さ
ん
3
万
4
、0
0
0
円
、

Ｂ
さ
ん
2
万
1
、0
0
0
円
増

▼ 課税計算の具体例

Ａさん (旧堀金村、課税所得200万円、固定資産税額10万円、加入者４人)の場合

平成17年度の年税額　23万9,000円(医療分)

平成18年度の年税額　27万3,000円(医療分)

増加額　 3 万4,000円 (内訳 所得割6,000円、資産割1万7,000円、均等割8,000円、平等割3,000円)

平成17年度の年税額　14万5,000円
     (内訳　医療分11万6,000円、介護分2万9,000円)

平成18年度の年税額　16万6,000円
      (内訳　医療分12万8,000円、介護分3万8,000円)

増加額　 2 万1,000円

特集 ●なぜ変わる？国保税率

根
本
的
な
理
由
は

「
合
併
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん

膨
ら
み
続
け
る
保
険
給
付
費

税
率
を
一
本
化
し
て
も
ま
だ
「
苦
し
い
」

▼ 改正前後の国保税率▼ 保険給付費の推移（単位：億円）

40億
46億

50億
55億

??

H15 H16 H17 H18 H19
（見込み）

旧町村名等
税　　　　　　　　　　　　　　率

所得割（%） 資産割（%） 均等割（円） 平等割（円）

安曇野市

豊科町

穂高町

三郷村

堀金村

明科町

6.50

6.65

6.30

6.40

6.20

6.00

17.00

20.00

25.00

20.00

―

30.00

25,000

24,000

22,000

25,000

23,000

23,000

26,000

25,000

22,000

26,000

23,000

23,000

国民健康保険税率（医療分）

旧町村名等
税　　　　　　　　　　　　　　率

所得割（%） 資産割（%） 均等割（円） 平等割（円）

安曇野市

豊科町

穂高町

三郷村

堀金村

明科町

2.20

2.00

1.20

1.50

1.80

1.30

―

―

5.60

4.00

―

6.00

7,000

6,000

7,000

6,000

7,000

6,000

7,000

5,000

5,500

5,000

7,000

6,000

介護納付金分税率（介護分、40歳以上65歳未満の方の負担） Ｂさん (旧穂高町、課税所得79万5、000円、固定資産税額なし、
　　　　　　　　　　　　加入者２人とも介護納付金対象)の場合　　　


